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（８） ベランダ  

県に負担区分がある項目についても、入居者の故意・過失によるもの、住宅の使用に支障のないもの、

入居者にて設置した設備機器等の損耗等については入居者にて修繕等をお願いします。 

例：日常的な清掃を怠ったことによる配管等の詰まりや汚損、破損、異物を流したことによる詰まりや 

腐食・変色 

①手すり 

②物干し 

②物干し 

③隔板 

⑤雨水管 

ルーフドレン⑤

⑥室外機取付ボルト  

⑦網戸、枠 

④排水管 
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修繕する項目 
負担区分 

備考 
県 入居者

ベランダ ①手すり 

②物干し 

③隔板 

④排水管 

⑤雨水管、ルーフドレン 

⑥室外機取付用ボルト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

天変地異、火災等

の緊急避難時に

破損した場合は 

県負担 

サッシ ⑦網戸の張替え 

⑦網戸の枠 〇 

〇 

※ 排水管の詰まり解消は入居者の負担となります。 


